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Ｗ
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ｋ
ｉ
に
関
す
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問
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提

出

者

初

鹿

明

博
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同
和
地
区
Ｗ
ｉ
ｋ
ｉ
に
関
す
る
質
問
主
意
書

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
人
権
侵
害
に
対
す
る
政
府
の
取
組
は
、
平
成
二
十
七
年
版
「
人
権
教
育
・
啓
発
白
書
」
に
よ
る
と
、

総
務
省
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
違
法
・
有
害
情
報
へ
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
等
の
関
係
者
に
よ
る
適
切
な
対
応
を
支
援
す
る
た

め
、
「
違
法
・
有
害
情
報
相
談
セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
し
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
や
各
種
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
相
談
を
受
け

付
け
て
お
り
、
ま
た
、
法
務
省
の
人
権
擁
護
機
関
で
は
、
不
当
な
差
別
的
取
り
扱
い
を
助
長
・
誘
発
す
る
目
的
で
特
定
の
地
域

を
同
和
地
区
で
あ
る
と
す
る
な
ど
の
内
容
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
対
象
で
は
な
い
も
の
の
、
適
宜
の
方
法
で

削
除
を
求
め
る
な
ど
、
適
切
な
対
応
に
努
め
て
い
る
と
し
て
い
る
。

し
か
し
現
在
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
同
和
」
と
検
索
す
る
と
「
同
和
地
区
Ｗ
ｉ
ｋ
ｉ
」
と
い
う
サ
イ
ト
が
表
示
さ
れ
、
そ

の
サ
イ
ト
で
は
、
「
全
国
の
同
和
地
区
」
を
公
表
し
て
お
り
、
人
権
侵
害
が
懸
念
さ
れ
る
。

同
サ
イ
ト
は
、
法
務
局
等
の
削
除
の
要
請
に
よ
り
一
時
は
削
除
さ
れ
た
が
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
を
国
内
か
ら
海
外
へ
移
し
、
現
在

も
閲
覧
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

上
記
を
踏
ま
え
、
政
府
に
以
下
の
通
り
質
問
す
る
。

一

当
該
サ
イ
ト
に
対
し
て
関
係
省
庁
は
早
急
に
対
策
を
講
じ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

一



二

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
国
を
ま
た
が
っ
て
情
報
が
流
通
す
る
こ
と
か
ら
、
違
法
・
有
害
情
報
の
流
通
に
関
し
て
、
関
係
国
や

国
連
の
人
権
委
員
会
等
を
通
じ
て
当
該
情
報
の
削
除
を
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
要
請
す
る
等
、
国
際
的
に
協
議
を
し
て
い
く
べ
き
だ

と
考
え
る
が
、
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

二


